
古平町告示第５号

　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３実施するので、古平町財務規則（昭和３するので、古平町財務規則（昭和３古平町財務規則（昭和３
９年１２月２５日規則第３号）の第８３条に基づいて告示する。に基づいて告示する。基づいて告示する。づいて告示する。告示する。

平成３１年３月４日

古平町長　貞　村　英　之

１　入札に基づいて告示する。付する事項する事項

（１）契約の目的の名称及び数量の目的の名称及び数量の名称及び数量び数量数量

ア　契約の目的の名称及び数量の目的の名称及び数量の名称

　　　　　　デジタルカラー複合機（１３台）の賃貸借（搬入、設置、点検、調整及び消耗品複合機（１３台）の賃貸借（搬入、古平町財務規則（昭和３設置、古平町財務規則（昭和３点検、古平町財務規則（昭和３調整及び数量び数量消耗品
（用紙を除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）く。）の供給等複合機に基づいて告示する。かかる一切の費用を含む。）の費用を実施するので、古平町財務規則（昭和３含む。）む。）

　　イ　数量

１月当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）たり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３の予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）

（２）契約の目的の名称及び数量の目的の名称及び数量の仕様等　　入札説明書及び数量び数量仕様書に基づいて告示する。よる

（３）履行期間　　平成３１年４月１日から平成３６年（２０２４年）３月３１日まで平成３６年（２０２４年）３月３１日まで

　　　　　　　　　　　なお、古平町財務規則（昭和３本契約の目的の名称及び数量は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 234条に基づいて告示する。の 3に基づいて告示する。
規定する長期継続契約の目的の名称及び数量であるので、古平町財務規則（昭和３この契約の目的の名称及び数量に基づいて告示する。要する経費の歳入歳出予する経費の歳入歳出予
算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができるの減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができるは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第削除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）があった場合に基づいて告示する。は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３この契約の目的の名称及び数量を実施するので、古平町財務規則（昭和３解除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）することができる。

　（４）履行場所　　古平郡古平町大字浜町４０番地４　古平町文化会館

　（５）入札方法　　複写片面１枚当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）たり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３の単価で行い、モノクロ、２色刷り及びカラー印刷にで行い、古平町財務規則（昭和３モノクロ、古平町財務規則（昭和３２色刷り及びカラー印刷にり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３及び数量び数量カラー複合機（１３台）の賃貸借（搬入、設置、点検、調整及び消耗品印刷り及びカラー印刷にに基づいて告示する。

かかる１枚当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）たり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３の単価で行い、モノクロ、２色刷り及びカラー印刷にを実施するので、古平町財務規則（昭和３それぞれ記載すること。なお、落札決定額に当たっては、入すること。なお、古平町財務規則（昭和３落札決定額に基づいて告示する。当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）たって告示する。は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３入

札書に基づいて告示する。記載すること。なお、落札決定額に当たっては、入された金額に基づいて告示する。当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）該金額の８％に基づいて告示する。相当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）する額を実施するので、古平町財務規則（昭和３加算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができるした金額を実施するので、古平町財務規則（昭和３もって告示する。落札金額

とするので、古平町財務規則（昭和３入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずに基づいて告示する。係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずる課税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず事業者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずであるか免税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず事業者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずであるかを実施するので、古平町財務規則（昭和３問わずわず、古平町財務規則（昭和３

見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を小数点第２位まで入札書もった契約の目的の名称及び数量希望金額の１０８分の１００に相当する金額を小数点第２位まで入札書の１００に基づいて告示する。相当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）する金額を実施するので、古平町財務規則（昭和３小数点第２位まで入札書まで入札書

に基づいて告示する。記載すること。なお、落札決定額に当たっては、入すること。

２　入札に基づいて告示する。参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずに基づいて告示する。必要する経費の歳入歳出予な資格

　　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３のいずれに基づいて告示する。も該当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）すること。

（１）地方自治法施するので、古平町財務規則（昭和３行令第 167条に基づいて告示する。の 4の規定に基づいて告示する。該当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）しないものであること。

（２）平成 31、古平町財務規則（昭和３32年度古平町入札参加資格者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず名簿（物品・役務）に基づいて告示する。おいて告示する。、古平町財務規則（昭和３物品賃貸業に基づいて告示する。登録
されて告示する。いること。

（３）古平町が行う指名競争入札に基づいて告示する。関する指名を停止されていないこと。する指名を実施するので、古平町財務規則（昭和３停止されていないこと。されて告示する。いないこと。

（４）会社更生法に基づいて告示する。よる更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手て告示する。がなされて告示する。いる者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず又は削除があった場合には、この契約を解除することができるは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第民事再生法に基づいて告示する。よる再生手

続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手て告示する。がなされて告示する。いる者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず（手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手の決定後のものは除く。）等経営状態が著しのものは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）く。）等経営状態が著しが著しし

く不健全な者でないこと。な者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずでないこと。

（５）当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）該調達をする物品等に関し、仕様書に記載の要件を満たしていることを証明した者でを実施するので、古平町財務規則（昭和３する物品等に基づいて告示する。関する指名を停止されていないこと。し、古平町財務規則（昭和３仕様書に基づいて告示する。記載すること。なお、落札決定額に当たっては、入の要する経費の歳入歳出予件を満たしていることを証明した者でを実施するので、古平町財務規則（昭和３満たしていることを証明した者でたして告示する。いることを実施するので、古平町財務規則（昭和３証明した者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずで

あること。

３　契約の目的の名称及び数量条に基づいて告示する。項を実施するので、古平町財務規則（昭和３示す場所、古平町財務規則（昭和３入札説明書を実施するので、古平町財務規則（昭和３交付する事項する場所及び数量び数量問わずい合わせ先先

　　古平郡古平町大字浜町４０番地４　古平町役場総務課総務係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

　　なお、古平町財務規則（昭和３入札説明書は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第古平町ホー複合機（１３台）の賃貸借（搬入、設置、点検、調整及び消耗品ムペー複合機（１３台）の賃貸借（搬入、設置、点検、調整及び消耗品ジから平成３６年（２０２４年）３月３１日までダウンロー複合機（１３台）の賃貸借（搬入、設置、点検、調整及び消耗品ドもできる。もできる。

４　入札執行の場所及び数量び数量日時

（１）入札場所　　古平郡古平町大字浜町４０番地４　古平町文化会館２階　オリオン

（２）入札日時　　平成３１年３月１３日（水）　午前１０時

（３）開札場所　　（１）に基づいて告示する。同じじ



（４）開札日時　　（２）に基づいて告示する。同じじ

５　入札手続等

（１）入札保証金　　免除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）

ただし、古平町財務規則（昭和３入札に基づいて告示する。参加しようとする者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずが契約の目的の名称及び数量を実施するので、古平町財務規則（昭和３締結しないこととなるおそれがあると認めしないこととなるおそれがあると認めめ

るときは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３入札保証金又は削除があった場合には、この契約を解除することができるは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第これに基づいて告示する。代える担保の納付を求めることがある。える担保の納付する事項を実施するので、古平町財務規則（昭和３求めることがある。めることがある。

（２）契約の目的の名称及び数量保証金　　免除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）

ただし、古平町財務規則（昭和３契約の目的の名称及び数量に基づいて告示する。締結しないこととなるおそれがあると認めする者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずが契約の目的の名称及び数量を実施するので、古平町財務規則（昭和３履行しないこととなるおそれがあると認めめるときは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３

契約の目的の名称及び数量保証金又は削除があった場合には、この契約を解除することができるは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第これに基づいて告示する。代える担保の納付を求めることがある。える担保の納付する事項を実施するので、古平町財務規則（昭和３求めることがある。めることがある。

　（３）入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずに基づいて告示する。要する経費の歳入歳出予求めることがある。される事項

　　　ア　この一般競争入札に基づいて告示する。参加を実施するので、古平町財務規則（昭和３希望するものは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３入札日の前日午後のものは除く。）等経営状態が著し５時までに基づいて告示する。、古平町財務規則（昭和３上記３で

示す場所に基づいて告示する。「一般競争入札申込書」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３及び数量び数量上記２に基づいて告示する。掲げる競争入札資格を有することを証げる競争入札資格を実施するので、古平町財務規則（昭和３有することを証することを実施するので、古平町財務規則（昭和３証

明するため「競争入札参加資格審査申請書」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３の写しを実施するので、古平町財務規則（昭和３郵送又は削除があった場合には、この契約を解除することができるは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第持参に基づいて告示する。より一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３提出すること。

　　　イ　入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３本入札説明書、古平町財務規則（昭和３仕様書、古平町財務規則（昭和３契約の目的の名称及び数量書案等に基づいて告示する。ついて告示する。、古平町財務規則（昭和３疑義がある場合は、関がある場合は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３関する指名を停止されていないこと。

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず職員に説明を求めることはできるが、入札後これらの不明を理由として異議を申し立に基づいて告示する。説明を実施するので、古平町財務規則（昭和３求めることがある。めることは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第できるが、古平町財務規則（昭和３入札後のものは除く。）等経営状態が著しこれら平成３６年（２０２４年）３月３１日までの不明を実施するので、古平町財務規則（昭和３理由として異議を申し立として告示する。異議を申し立を実施するので、古平町財務規則（昭和３申し立てがなされている者又は民事再生法による再生手

て告示する。ることは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第できない。

（４）　契約の目的の名称及び数量書作成の要する経費の歳入歳出予否　　要する経費の歳入歳出予

（５）　送付する事項に基づいて告示する。よる入札の可否　　否

６　落札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずの決定方法

有することを証効な入札をした者のうち、古平町財務規則第８８条の規定に基づき作成された予定価格のな入札を実施するので、古平町財務規則（昭和３した者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずのうち、古平町財務規則（昭和３古平町財務規則第８８条に基づいて告示する。の規定に基づいて告示する。基づいて告示する。づき作成された予定価で行い、モノクロ、２色刷り及びカラー印刷に格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。で最低価で行い、モノクロ、２色刷り及びカラー印刷に格を実施するので、古平町財務規則（昭和３もって告示する。有することを証効な入札をした者のうち、古平町財務規則第８８条の規定に基づき作成された予定価格のな入札を実施するので、古平町財務規則（昭和３行った者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずを実施するので、古平町財務規則（昭和３落札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずとする。

７　落札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずとの契約の目的の名称及び数量の締結しないこととなるおそれがあると認めを実施するので、古平町財務規則（昭和３行わない場合

落札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずが暴力団関する指名を停止されていないこと。係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず事業者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず等であることに基づいて告示する。より一般競争入札（以下「入札」という。）を実施するので、古平町財務規則（昭和３町が行う公共事業等から平成３６年（２０２４年）３月３１日まで除く。）の供給等複合機にかかる一切の費用を含む。）外する措置を講じする措置を実施するので、古平町財務規則（昭和３講じじ

ることとされた場合は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）該落札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わずとは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第契約の目的の名称及び数量の締結しないこととなるおそれがあると認めを実施するので、古平町財務規則（昭和３行わない。

８　その他

　（１）開札のときに基づいて告示する。おいて告示する。、古平町財務規則（昭和３２に基づいて告示する。規定する資格を実施するので、古平町財務規則（昭和３有することを証しないもののした入札、古平町財務規則（昭和３古平町財務規則第

９１条に基づいて告示する。各号に基づいて告示する。該当たりの予定複写枚数　　１２４，４００枚（１３台合計）する入札は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第、古平町財務規則（昭和３無効な入札をした者のうち、古平町財務規則第８８条の規定に基づき作成された予定価格のとする。

　（２）詳細は入札説明書による。は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第入札説明書に基づいて告示する。よる。


